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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に対となって形成された発光素子が少なくとも一組み設けられている発光領域に
おいて、
　対となっている前記発光素子の一方に設けられた第１の一対の電極、前記第１の一対の
電極間に挟まれた複数の発光ユニット、前記複数の発光ユニットそれぞれを仕切る電荷発
生層から構成されている第１の発光素子と、
　対となっている前記発光素子の他方に設けられた第２の一対の電極と前記第２の一対の
電極間に挟まれた発光ユニットから構成されている第２の発光素子と、
　前記第１の発光素子の初期の発光色を第１の発光色とし、前記第１の発光素子の経時変
化後の発光色が第２の発光色となる時期を検出する第１の制御手段と、
　前記第１の制御手段によって、前記第２の発光色となる時期を検出した際に、前記第２
の発光素子が前記第２の発光色の補色となる色を発光するように制御する第２の制御手段
と、を有する照明装置であって、
　前記第１の制御手段は、パネルの周辺部にあるモニター素子の発光輝度を検出するもの
であり、
　前記モニター素子は、前記第１の発光素子の複数の発光ユニットから前記第２の発光素
子の発光ユニットを除いた発光ユニットで構成されていることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　基板上に対となって形成された発光素子が少なくとも一組み設けられている発光領域に
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おいて、
　対となっている前記発光素子の一方に設けられた第１の一対の電極、前記第１の一対の
電極間に挟まれた複数の発光ユニット、前記複数の発光ユニットそれぞれを仕切る電荷発
生層から構成されている第１の発光素子と、
　対となっている前記発光素子の他方に設けられた第２の一対の電極と前記第２の一対の
電極間に挟まれた発光ユニットから構成されている第２の発光素子と、
　前記第１の発光素子の初期輝度を第１の輝度とすると、前記第１の発光素子の輝度が前
記第１の輝度から第２の輝度へ変化する時期を検出する第１の制御手段と、
　前記第１の制御手段によって、前記第１の輝度から前記第２の輝度に変化する時期を検
出した際に、前記第２の発光素子の輝度が強まるように発光色を制御する第２の制御手段
と、を有する照明装置であって、
　前記第１の制御手段は、パネルの周辺部にあるモニター素子の発光輝度を検出するもの
であり、
　前記モニター素子は、前記第１の発光素子の複数の発光ユニットから前記第２の発光素
子の発光ユニットを除いた発光ユニットで構成されていることを特徴とする照明装置。
【請求項３】
　基板上に対となって形成された発光素子が少なくとも一組み設けられている発光領域に
おいて、
　対となっている前記発光素子の一方に設けられた第１の一対の電極、前記第１の一対の
電極間に挟まれた複数の発光ユニット、前記複数の発光ユニットそれぞれを仕切る電荷発
生層から構成されている白色発光を示す第１の発光素子と、
　対となっている前記発光素子の他方に設けられた第２の一対の電極と前記第２の一対の
電極間に挟まれた発光ユニットから構成されているとともに、前記第１の発光素子に含ま
れる寿命の短い発光ユニットと同じ発光色を示す第２の発光素子と、
　前記第１の発光素子に含まれる発光ユニットのうちの寿命の長い発光材料からなるパネ
ルの周辺部にあるモニター素子の輝度を検出する第１の制御手段と、
　前記第１の制御手段によって、前記第１の発光素子に含まれる前記モニター素子の輝度
を検出した際に、前記第２の発光素子を発光するように制御する第２の制御手段と、
　を有することを特徴とする照明装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記発光領域は、マトリクス状に配置されていることを特徴とする照明装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記発光領域は、ストライプ状に配置されていることを特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はエレクトロルミネッセンスを利用する発光素子を用いた発光装置、特に照明装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光素子は、自発光型の素子であり、照明装置として利用することが試みられている。
発光素子を用いた照明装置では、例えば、効率が良いもの、演色性が高いものなど、顧客
のニーズに合わせた照明装置を提供することが可能である。
【０００３】
　発光素子の発光機構は、一対の電極間に発光層を挟んで電圧を印加することにより、陰
極から注入された電子および陽極から注入された正孔が発光層の発光中心で再結合して分
子励起子を形成し、その分子励起子が基底状態に戻る際にエネルギーを放出して発光する
といわれている。励起状態には一重項励起と三重項励起が知られ、発光はどちらの励起状
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態を経ても可能であると考えられている。
【０００４】
　このような発光素子に関しては、その素子特性を向上させる上で、材料に依存した問題
が多く、これらを克服するために素子構造の改良や材料開発等が行われている。
【０００５】
　一方、素子構造の１つとして、高輝度発光時での長寿命を実現するために、対向する陽
極電極と、陰極電極の間に複数の発光ユニットが電荷発生層で仕切られて積層されている
構造を有する発光素子が報告されている（特許文献１および非特許文献１参照）。この電
荷発生層はキャリアを注入する役割を持ち、透光性の高い材料であることが必要である。
【特許文献１】特開２００３－４５６７６号公報
【非特許文献１】Ｔｏｓｈｉｏ　Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ，Ｔａｋｅｓｈｉ　Ｎａｋａｄａ，
Ｊｕｎ　Ｅｎｄｏ，Ｋｏｉｃｈｉ　Ｍｏｒｉ，Ｎｏｒｉｈｕｍｉ　Ｋａｗａｍｕｒａ，Ａ
ｋｉｒａ　Ｔｏｋｏｉ，Ｊｕｎｊｉ　Ｋｉｄｏ，ＩＤＷ’０３，１２８５－１２８８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１および非特許文献１に記載されている構造において、白色発光させるために
は、例えば、図８（Ａ）に示す青色発光ユニットと橙色発光ユニットとの積層、図８（Ｂ
）に示すような青色発光ユニットと緑色発光ユニットと赤色発光ユニットとの積層のよう
な構造がある。
【０００７】
　しかしながら、発光ユニットを複数設けた発光素子は組み合わせる発光ユニットの寿命
が同じでなければ、時間が経過するとともに、発光素子の発光色が変化する色ずれを起こ
してしまう問題がある。色ずれとは、各発光ユニットの輝度の割合が変化し、発光素子と
しての発光色が変化する現象である。輝度の低下については、印加電圧を上げることで同
一の輝度を保持することが可能であるが、色ずれに関しては、印加電圧の調整のみでは解
決することができない。例えば、図８（Ａ）において、青色発光材料の寿命の方が短い場
合には、発光素子を点灯させ、ある時間経過すると、図８（Ｃ）に示すように、黄色がか
った白色となってしまう。
【０００８】
　上記問題に鑑み、本発明は、複数の発光ユニットを設けた積層型の発光素子を用い、長
時間使用しても発光色の変化が少ない照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一は、発光領域が複数に分割されており、分割された発光領域には、複数の発
光素子が設けられており、複数の発光素子のうち、少なくとも１つは複数の発光ユニット
を有する第１の発光素子であり、少なくとも１つは第２の発光素子であり、第１の発光素
子の初期の発光色を第１の発光色とし、第１の発光素子の経時変化後の発光色を第２の発
光色とすると、第２の発光素子は、第２の発光色の補色となる色を発光し、第１の発光素
子の発光と、第２の発光素子の発光とをそれぞれ独立に制御する制御手段とを有すること
を特徴とする照明装置である。
【００１０】
　上記構成とすることにより、時間経過とともに第１の発光素子の発光色が第１の発光色
から第２の発光色へ変化した場合でも、第１の発光素子の発光と、第２の発光素子の発光
をそれぞれ独立に制御することができる。そして、また、第２の発光色と、第２の発光素
子の発光色は補色の関係であるため、発光領域全体としての発光色の変化を抑制すること
ができる。
【００１１】
　また、本発明の一は、発光領域が複数に分割されており、分割された発光領域には、複
数の発光素子が設けられており、複数の発光素子のうち、少なくとも１つは複数の発光ユ
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ニットを有する第１の発光素子であり、少なくとも１つは第２の発光素子であり、第２の
発光素子は、第１の発光素子の複数の発光ユニットのうち、寿命の短い発光ユニットと同
じ材料で構成される発光ユニットを有し、第１の発光素子の発光と、第２の発光素子の発
光とをそれぞれ独立に制御する制御手段とを有することを特徴とする照明装置である。
【００１２】
　上記構成とすることにより、時間経過とともに第１の発光素子の発光色が変化した場合
でも、第１の発光素子の発光と、第２の発光素子の発光をそれぞれ独立に制御することが
できる。そして、第１の発光素子が有する発光ユニットのうち寿命の短い発光ユニットと
同じ材料で構成される発光ユニットを有する第２の発光素子と、第１の発光素子とが、同
一の分割された発光領域内にあるため、第１の発光素子の発光と第２の発光素子の発光と
を制御することにより、発光領域全体としての発光色の変化を抑制することができる。
【００１３】
　また、本発明の一は、発光領域が複数に分割されており、分割された発光領域は、第１
の発光素子と第２の発光素子とを有し、第１の発光素子は、複数の発光ユニットを有し、
第２の発光素子は、第１の発光素子に含まれる複数の発光ユニットのうち、寿命の短い発
光ユニットと同じ材料で構成される発光ユニットを有し、第１の発光素子の発光と、第２
の発光素子の発光とをそれぞれ独立に制御する制御手段とを有することを特徴とする照明
装置である。
【００１４】
　上記構成とすることにより、時間経過とともに第１の発光素子の発光色が変化した場合
でも、第１の発光素子の発光と、第２の発光素子の発光をそれぞれ独立に制御することが
できる。そして、第１の発光素子が有する発光ユニットのうち寿命の短い発光ユニットと
同じ材料で構成される発光ユニットを有する第２の発光素子と、第１の発光素子とが、同
一の分割された発光領域内にあるため、第１の発光素子の発光と第２の発光素子の発光と
を制御することにより、発光領域全体としての発光色の変化を抑制することができる。
【００１５】
　また、本発明の一は、発光領域が複数に分割されており、分割された発光領域は、複数
の発光ユニットを設けた第１の発光素子と、第２の発光素子とを有し、第１の発光素子は
初期の発光色が白色であり、第１の発光素子の経時変化後の発光色を第２の発光色とする
と、第２の発光素子は、第２の発光色の補色となる色を発光し、第１の発光素子の発光色
が変化するのに伴い、第２の発光素子の発光を制御する制御手段を有することを特徴とす
る照明装置である。
【００１６】
　また、本発明の一は、発光領域が複数に分割されており、分割された発光領域は複数の
発光ユニットを設けた第１の発光素子と、第２の発光素子とを有し、第１の発光素子は白
色発光を示し、第２の発光素子は、第１の発光素子に含まれる発光材料のうち、寿命の短
い発光材料の発光色と同じ発光色を示し、第１の発光素子の発光色が変化するのに伴い、
第２の発光素子の発光を制御する制御手段を有することを特徴とする照明装置である。
【００１７】
　また、本発明の一は、発光領域が複数に分割されており、分割された発光領域は、複数
の発光ユニットを設けた第１の発光素子と、第２の発光素子とを有し、第１の発光素子の
初期輝度を第１の輝度とすると、第１の発光素子の輝度が第１の輝度から第２の輝度へ変
化するのにともない、第２の発光素子の輝度を強めていき、分割された発光領域全体の輝
度の変化を抑制する制御手段を有することを特徴とする照明装置である。
【００１８】
　また、本発明の一は、発光領域とモニター素子を有し、発光領域は複数に分割されてお
り、分割された発光領域は、複数の発光ユニットを設けた第１の発光素子と、第２の発光
素子とを有し、発光開始時の第１の発光素子の輝度をＬｔｏｔａｌ（０）、ｔ時間後の第
１の発光素子の輝度をＬｔｏｔａｌ（ｔ）、モニター素子の発光開始時とｔ時間後の輝度
の変化量をΔＬｍｏｎ、第２の発光素子のｔ時間後の輝度をΔＬ２とすると、式（１）に
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従うように第２の発光素子のｔ時間後の輝度を調整する制御手段を有することを特徴とす
る照明装置である。
【００１９】
【数１】

【００２０】
　上記構成において、第２の発光素子は、１つの発光ユニットを有する発光素子であって
もよいし、複数の発光ユニットを設けた発光素子であってもよい。
【００２１】
　また、上記構成において、複数の発光領域は、マトリクス状に形成されていてもよいし
、ストライプ状に形成されていてもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の照明装置は、複数の発光ユニットを積層した積層構造を有するため、高輝度で
の発光が可能である。また、本発明の照明装置は、長時間使用しても発光色の変化が少な
く、長寿命である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の態様について図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下
の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細
を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示
す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００２４】
（実施の形態１）
【００２５】
　本実施の形態では、本発明の照明装置の一態様について説明する。
【００２６】
　本発明の照明装置は、発光領域が複数に分割されており、分割された発光領域は複数の
発光素子を有する。一つは複数の発光ユニットを積層させた積層型の発光素子であり、一
つは、補正発光素子である。積層型発光素子を第１の発光素子とし、補正発光素子を第２
の発光素子とする。
【００２７】
　第１の発光素子は、複数の発光ユニットを積層させて全体として所望の発光色が得られ
るように形成されている。つまり、初期の発光色が所望の第１の発光色となるように形成
された発光素子である。例えば、２つの発光ユニットを積層させた発光素子の場合、互い
に補色を発光する発光ユニットを積層させることで白色発光する積層型の発光素子を得る
ことができる。
【００２８】
　第２の発光素子は、第１の発光素子が劣化した後の発光色（第２の発光色）の補色を発
光する発光素子である。例えば、第１の発光素子が二つの発光ユニットを積層して白色発
光が得られるように形成されている場合、第１の発光素子に含まれている二つの発光ユニ
ットのうち、寿命の短い方の発光ユニットに用いられている発光材料を、第２の発光素子
に用いることができる。
【００２９】
　本発明の照明装置は、発光開始時点では、第１の発光素子のみの発光で所望の第１の発
光色が得られる。しかし、積層型の発光素子である第１の発光素子は、発光時間とともに
劣化が生じ、発光色が変化し、輝度も変化していく。例えば、第１の発光素子の発光色が
、第１の発光色から第２の発光色に変化してしまう。また、第１の発光素子の輝度も第１
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の輝度から第２の輝度へ変化してしまう。これは各発光ユニットに含まれる材料の劣化の
経時変化が異なるために生じてしまう。
【００３０】
　そのため、時間経過により第１の発光素子の発光色が変化し、輝度が低くなってきたら
、第２の制御手段により第２の発光素子の発光を強めていき、分割された発光領域内の発
光色の変化および輝度の変化を抑制する。つまり、一つの分割された発光領域の発光色が
変化しないように、第１の発光素子の発光を制御する第１の制御手段および第２の発光素
子の発光を制御する第２の制御手段を用いて、発光を制御する。よって、発光領域全体と
して発光色の変化を抑制することができる。また、発光領域全体としての輝度の変化を抑
制することができる。なお、第１の発光素子と第２の発光素子は、隣接して設けられてい
ることが好ましい。隣接していることにより、第１の発光素子と第２の発光素子の発光色
の違いを目立たないようにすることが可能である。
【００３１】
　分割された発光領域の発光色の変化および輝度の変化を抑制することにより、結果とし
て、発光領域全体の発光色の変化および輝度の変化を抑制することができる。つまり、照
明装置の寿命を長くすることが可能である。よって、本発明を適用することにより、長寿
命の照明装置を得ることができる。
【００３２】
（実施の形態２）
　本実施の形態では、本発明の照明装置に用いる積層型の発光素子について図５を用いて
説明する。積層型の発光素子は、電荷発生層を挟んで複数の発光ユニットを積層した構成
を有する。図５では、積層型の発光素子の一態様として、２つの発光ユニットを積層した
構成を示す。また、本実施の形態では、第１の電極５０１は陽極として機能し、第２の電
極５０２は陰極として機能する場合について説明する。
【００３３】
　基板５００は発光素子の支持体として用いられる。基板５００としては、例えばガラス
、またはプラスチックなどを用いることができる。なお、発光素子を作製工程において支
持体として機能するものであれば、これら以外のものでもよい。
【００３４】
　陽極としては、種々の材料を用いることができ、仕事関数の大きい（具体的には４．０
ｅＶ以上）金属、合金、導電性化合物、およびこれらの混合物などを用いることが好まし
い。具体的には、インジウム錫酸化物（以下、ＩＴＯと示す）、または珪素を含有したイ
ンジウム錫酸化物、２～２０ｗｔ％の酸化亜鉛（ＺｎＯ）を含む酸化インジウム等の他、
金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）、ニッケル（Ｎｉ）、タングステン（Ｗ）、クロム（Ｃｒ）、
モリブデン（Ｍｏ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、銅（Ｃｕ）、パラジウム（Ｐｄ）
、または金属材料の窒化物（例えば、窒化チタン：ＴｉＮ）等が挙げられる。
【００３５】
　一方、陰極としては、種々の材料を用いることができ、仕事関数の小さい（具体的には
３．８ｅＶ以下）金属、合金、導電性化合物、およびこれらの混合物などを用いることが
好ましい。具体的には、元素周期表の第１族または第２族に属する金属、すなわちリチウ
ム（Ｌｉ）やセシウム（Ｃｓ）等のアルカリ金属、およびマグネシウム（Ｍｇ）、カルシ
ウム（Ｃａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）等のアルカリ土類金属、およびこれらを含む合金
（ＭｇＡｇ、ＡｌＬｉ）、ユウロピウム（Ｅｕ）、イッテルビウム（Ｙｂ）等の希土類金
属およびこれらを含む合金等が挙げられる。ただし、高い電子注入性を有する電子注入層
を用いることにより、仕事関数の高い材料、すなわち、通常は陽極に用いられている材料
で陰極を形成することもできる。例えば、Ａｌ、Ａｇ、ＩＴＯ等の金属・導電性無機化合
物により陰極を形成することもできる。
【００３６】
　電荷発生層５２１は第１の発光ユニット５１１と第２の発光ユニット５１２にキャリア
を注入する役割を担う層である。電荷発生層５２１は、可視光の透過率が高い材料で構成
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されていることが好ましく、透明導電膜、例えばインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、または
珪素を含有したインジウム錫酸化物、２～２０ｗｔ％の酸化亜鉛（ＺｎＯ）を含む酸化イ
ンジウム等を用いることができる。また、無機化合物のみから成るものだけでなく、有機
化合物を含む構成とすることも可能である。
【００３７】
　第１の発光ユニット５１１および第２の発光ユニット５１２には、種々の材料を用いる
ことができ、低分子系材料および高分子系材料のいずれを用いることもできる。なお、第
１の発光ユニット５１１および第２の発光ユニット５１２を形成する材料には、有機化合
物材料のみから成るものだけでなく、無機化合物を一部に含む構成も含めるものとする。
また、発光ユニットは、正孔注入層、正孔輸送層、正孔阻止層（ホールブロッキング層）
、発光層、電子輸送層、電子注入層等を適宜組み合わせて構成されるが、単層で構成して
もよいし、複数の層を積層させた構成としてもよい。
【００３８】
　また、発光ユニットの作製には、蒸着法、インクジェット法、スピンコート法、ディッ
プコート法など、湿式、乾式を問わず、種々の方法を用いることができる。
【００３９】
　以下に、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層に用いる具体的な
材料を示す。
【００４０】
　正孔注入層を形成する正孔注入性材料としては種々の材料を用いることができる。具体
的には、酸化バナジウム、酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化アルミニウムなどの金
属酸化物などが良い。これらの酸化物に適当な有機化合物を混合しても良い。あるいは、
有機化合物であればポルフィリン系の化合物が有効であり、フタロシアニン（略称：Ｈ２

Ｐｃ）、銅フタロシアニン（略称：ＣｕＰｃ）等を用いることができる。また、導電性高
分子化合物に化学ドーピングを施した材料もあり、ポリスチレンスルホン酸（略称：ＰＳ
Ｓ）をドープしたポリエチレンジオキシチオフェン（略称：ＰＥＤＯＴ）や、ポリアニリ
ン（略称：ＰＡｎｉ）などを用いることができる。
【００４１】
　正孔輸送層を形成する正孔輸送性材料としては、芳香族アミン系（すなわち、ベンゼン
環－窒素の結合を有するもの）の化合物が好適である。広く用いられている材料として、
例えば、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－［１，１’－
ビフェニル］－４，４’－ジアミン（以下、ＴＰＤと示す）の他、その誘導体である４，
４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニル－アミノ］－ビフェニル（以下、α－
ＮＰＤと示す）や、４，４’，４’’－トリス（Ｎ－カルバゾリル）－トリフェニルアミ
ン（以下、ＴＣＴＡと示す）、４，４’，４’’－トリス（Ｎ，Ｎ－ジフェニル－アミノ
）－トリフェニルアミン（以下、ＴＤＡＴＡと示す）、４，４’，４’’－トリス［Ｎ－
（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニル－アミノ］－トリフェニルアミン（以下、ＭＴＤ
ＡＴＡと示す）などのスターバースト型芳香族アミン化合物が挙げられる。
【００４２】
　また、発光層を形成する発光性材料としては、具体的には、トリス（８－キノリノラト
）アルミニウム（以下、Ａｌｑ３と示す）、トリス（４－メチル－８－キノリノラト）ア
ルミニウム（以下、Ａｌｍｑ３と示す）、ビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］－キノリ
ナト）ベリリウム（以下、ＢｅＢｑ２と示す）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）
－（４－ヒドロキシ－ビフェニリル）－アルミニウム（以下、ＢＡｌｑと示す）、ビス［
２－（２－ヒドロキシフェニル）－ベンゾオキサゾラト］亜鉛（以下、Ｚｎ（ＢＯＸ）２

と示す）、ビス［２－（２－ヒドロキシフェニル）－ベンゾチアゾラト］亜鉛（以下、Ｚ
ｎ（ＢＴＺ）２と示す）などの金属錯体の他、各種蛍光材料が有効である。
【００４３】
　なお、ゲスト材料と組み合わせて発光層を形成する場合には、ゲスト材料としては、具
体的には、４－（ジシアノメチレン）－２－メチル－６－（ｐ－ジメチルアミノスチリル
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）－４Ｈ－ピラン（略称：ＤＣＭ１）、４－（ジシアノメチレン）－２－メチル－６－（
ジュロリジン－４－イル－ビニル）－４Ｈ－ピラン（略称：ＤＣＭ２）、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルキナクリドン（略称：ＤＭＱｄ）、９，１０－ジフェニルアントラセン、５，１２－ジ
フェニルテトラセン（略称：ＤＰＴ）、クマリン６、ペリレン、ルブレンなどの一重項発
光材料（蛍光材料）の他、ビス（２－（２’－ベンゾチエニル）ピリジナト－Ｎ，Ｃ３’
）（アセチルアセトナト）イリジウム（略称：Ｉｒ（ｂｔｐ）２（ａｃａｃ））などの三
重項発光材料（燐光材料）も用いることができる。
【００４４】
　電子輸送層を形成する電子輸送性材料としては、先に述べたＡｌｑ３、トリス（４－メ
チル－８－キノリノラト）アルミニウム（略称：Ａｌｍｑ３）、ビス（２－メチル－８－
キノリノラト）－４－フェニルフェノラト－アルミニウム（略称：ＢＡｌｑ）、トリス（
８－キノリノラト）ガリウム（略称：Ｇａｑ３）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト
）－４－フェニルフェノラト－ガリウム（略称：ＢＧａｑ）、ビス（１０－ヒドロキシベ
ンゾ［ｈ］－キノリナト）ベリリウム略称：ＢｅＢｑ２）、ビス［２－（２－ヒドロキシ
フェニル）ベンゾオキサゾラト］亜鉛（略称：Ｚｎ（ＢＯＸ）２）、ビス［２－（２－ヒ
ドロキシフェニル）ベンゾチアゾラト］亜鉛（略称：Ｚｎ（ＢＴＺ）２）などの金属錯体
が挙げられる。さらに、金属錯体以外にも、２－（４－ビフェニリル）－５－（４－ｔｅ
ｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール（略称：ＰＢＤ）や、１，３－
ビス［５－（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イ
ル］ベンゼン（略称：ＯＸＤ－７）、３－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４－フェ
ニル－５－（４－ビフェニリル）－１，２，４－トリアゾール（略称：ＴＡＺ）、３－（
４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４－（４－エチルフェニル）－５－（４－ビフェニリ
ル）－１，２，４－トリアゾール（略称：ｐ－ＥｔＴＡＺ）、バソフェナントロリン（略
称：ＢＰｈｅｎ）、バソキュプロイン（略称：ＢＣＰ）等を用いることができる。
【００４５】
　電子注入層に用いることができる電子注入性材料としては、上述した電子輸送性材料を
用いることができる。その他に、ＬｉＦ、ＣｓＦなどのアルカリ金属ハロゲン化物や、Ｃ
ａＦ２のようなアルカリ土類ハロゲン化物、Ｌｉ２Ｏなどのアルカリ金属酸化物のような
絶縁体の超薄膜がよく用いられる。また、リチウムアセチルアセトネート（略称：Ｌｉ（
ａｃａｃ））や８－キノリノラト－リチウム（略称：Ｌｉｑ）などのアルカリ金属錯体も
有効である。さらに、上述した電子輸送性材料と、Ｍｇ、Ｌｉ、Ｃｓ等の仕事関数の小さ
い金属とを混合した層を電子注入層として使用することもできる。また、モリブデン酸化
物（ＭｏＯｘ）やバナジウム酸化物（ＶＯｘ）、ルテニウム酸化物（ＲｕＯｘ）、タング
ステン酸化物（ＷＯｘ）等の金属酸化物またはベンゾオキサゾール誘導体と、アルカリ金
属、アルカリ土類金属、または遷移金属のいずれか一または複数の材料とを含むようにし
ても良い。また酸化チタンを用いていても良い。
【００４６】
　なお、図５では２つの発光ユニットを設けた構成を示したが、これに限定されず、３つ
以上の発光ユニットを設けてもよい。また、積層する発光ユニットは、それぞれ同じ構成
である必要はなく、異なる材料で構成されている発光ユニットを積層してもよい。
【００４７】
　また、１つの発光ユニットを有する発光素子についても、上述した材材料を適宜用いて
作製することができる。
【００４８】
（実施の形態３）
　本実施の形態では、第１の発光素子として２つの発光ユニットを有する積層型発光素子
を、第２の発光素子として１つの発光ユニットを有する発光素子を用いた照明装置につい
て図１を用いて説明する。本実施の形態では、分割された発光領域が白色発光する場合に
ついて説明するが、白色の発光以外にも本発明を適用することは可能である。
【００４９】
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　本実施の形態において、第１の発光素子１１１は、２つの発光ユニットを有する積層型
発光素子である。第１の発光ユニット１５１と第２の発光ユニット１５２はそれぞれ異な
る発光材料を含み、色の異なる発光が得られる。例えば、第１の発光ユニット１５１の発
光色を青色とし、第２の発光ユニット１５２の発光色を橙色とし、光学設計により膜厚を
最適化することで白色発光が可能となる。
【００５０】
　第２の発光素子１２１は、１つの発光ユニット１６１を有し、第１の発光素子に含まれ
、第２の発光ユニット１５２に比べ寿命の短い第１の発光ユニット１５１に含まれる発光
材料を含んでいる。
【００５１】
　つまり、発光開始時において、第１の発光素子１１１は白色発光するように形成され、
第２の発光素子１２１は第１の発光ユニットと同じ発光色が得られるように形成されてい
る。
【００５２】
　本実施の形態で示す照明装置は、発光開始時は、第１の発光素子１１１の発光のみで、
目的とする白色の発光が実現できる（図１（Ａ））。しかし、時間経過に伴い、第１の発
光素子の発光色および輝度に変化が生じる。第１の発光素子が有する第１の発光ユニット
に含まれる発光材料の寿命が短い場合、第１の発光素子１１１の発光色は第２の発光ユニ
ットに含まれる発光材料の発光色に近づいていく。つまり、第１の発光素子の発光色は、
発光開始時の第１の発光色から第２の発光色へ変化してしまう。また、第１の発光素子の
輝度も、発光開始時の第１の輝度から第２の輝度へ変化してしまう。
【００５３】
　そこで、第１の発光素子１１１の発光色および輝度の変化に伴い、第２の発光素子１２
１の発光を強めていく。第２の発光色の補色となる色、つまり、第１の発光ユニットと同
じ発光色が得られる第２の発光素子１２１の発光を強めていき、一つの分割された発光領
域の発光色を白色に保つように発光の強さを調整していく（図１（Ｂ））。
【００５４】
　第１の発光素子１１１および第２の発光素子１２１の輝度の制御は、それぞれ第１の制
御手段１３１、第２の制御手段１４１を用いて行う。第１の制御手段１３１および第２の
制御手段１４１は、あらかじめ測定しておいた発光素子の時間経過による劣化特性または
モニター素子の劣化特性に基づき、発光素子の発光の強さ、つまり輝度を制御している。
【００５５】
　本発明の照明装置で用いるモニター素子は、第１の発光素子１１１が有する発光ユニッ
トのうち、寿命の長い方の発光ユニットに含まれる発光材料と同じ発光材料が含んでいる
。つまり、本実施の形態では、第２の発光ユニット１５２と同じ発光材料を含んでいる。
【００５６】
　発光開始時の第１の発光素子の輝度をＬｔｏｔａｌ（０）、ｔ時間後の第１の発光素子
の輝度をＬｔｏｔａｌ（ｔ）、モニター素子の発光開始時とｔ時間後の輝度の変化量をΔ
Ｌｍｏｎ、第２の発光素子のｔ時間後の輝度をΔＬ２とすると、式（１）に従うように第
２の発光素子のｔ時間後の輝度を調整する。
【００５７】
【数２】

【００５８】
　上記式（１）に従うように第２の発光素子のｔ時間後の輝度を調整することにより、分
割された発光領域の発光色の変化および輝度の変化を抑制することができる。そのため、
目的の発光色が得られる時間が長くなり、結果として、発光領域全体の発光色の変化およ
び輝度の変化を抑制することができ、長寿命の照明装置を得ることができる。
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【００５９】
　なお、第２の発光素子１２１を、第１の発光素子１１１に含まれる第１の発光ユニット
と全て同じ材料を用いて形成する場合、工程数を増加させることなく本発明の照明装置を
作製することができる。
【００６０】
　また、モニター素子を、第１の発光素子１１１に含まれる第２の発光ユニット１５２と
全て同じ材料を用いて形成する場合、工程数を増加させることなく本発明の照明装置を作
製することができる。
【００６１】
　よって、工程数を増加させることなく、長寿命の照明装置を得ることができる。
【００６２】
　また、モニター素子として寿命の長い発光材料を用いることにより、輝度の制御の誤差
を少なくすることができる。寿命の短い発光材料を用いると、時間に対する輝度の変化が
大きく、そのため誤差も大きくなってしまう。
【００６３】
　また、モニター素子を設ける場所は、パネルの周辺部であり、外部からの影響を受けや
すい。具体的には、シール材を透過する水分等にさらされやすい環境にあるため、劣化し
にくい素子であることが望まれている。本発明で用いるモニター素子は、寿命の長い発光
材料を用いているため、劣化しにくい。よって、本発明で用いるモニター素子は、優れた
特性を備えている。
【００６４】
（実施の形態４）
　本実施の形態では、第１の発光素子として２つの発光ユニットを有する積層型発光素子
を、第２の発光素子として２つの発光ユニットを有する積層型発光素子を用いた照明装置
について図２を用いて説明する。本実施の形態では、分割された発光領域が白色発光する
場合について説明するが、白色の発光以外にも本発明を適用することは可能である。
【００６５】
　本実施の形態において、第１の発光素子２１１および第２の発光素子２２１は、それぞ
れ二つの発光ユニットを有する積層型発光素子である。第１の発光ユニットと第２の発光
ユニットはそれぞれ異なる発光材料を含み、色の異なる発光が得られる。例えば、第１の
発光素子２１１の第１の発光ユニット２５１の発光色を青色とし、第２の発光ユニット２
５２の発光色を第１の発光ユニットの発光色の補色である橙色とし、光学設計により膜厚
を最適化することで白色発光が可能となる。なお、第１の発光ユニットと第２の発光ユニ
ットの膜厚が同じで積層順序を入れ替えた場合の素子は、光学設計が異なってくるため、
白色発光とはならない。つまり、第２の発光素子２２１の第１の発光ユニット２６１の発
光色を橙色とし、第２の発光ユニット２６２の発光色を青色としても白色発光とはならな
い。本実施の形態では、発光開始時において、第１の発光素子２１１は白色発光するよう
に形成され、第２の発光素子２２１は第１の発光ユニットの発光色である青色発光が強い
白色発光（青色がかった白色発光）が得られるように形成されている。
【００６６】
　本実施の形態における照明装置は、発光開始時は、第１の発光素子の発光のみで、目的
とする白色発光が実現できる（図２（Ａ））。しかし、時間経過に伴い、第１の発光素子
の発光色および輝度に変化が生じる。第１の発光素子２１１が有する第１の発光ユニット
２５１に含まれる発光材料の寿命が短い場合、第１の発光素子の発光色は第２の発光ユニ
ット２５２に含まれる発光材料の発光色に近づいていく。つまり、第１の発光素子の発光
色は、発光開始時の第１の発光色から第２の発光色へ変化してしまう。また、第１の発光
素子の輝度も発光開始時の第１の輝度から第２の輝度へ変化してしまう。
【００６７】
　そこで、第１の発光素子２１１の発光色の変化に伴い、第２の発光素子２２１の発光を
強めていく。第２の発光色の補色となる色の発光、つまり、第１の発光ユニットの発光が
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強い第２の発光素子の発光を強めていくことにより、一つの分割された発光領域の発光色
を白色に保つように調整していく（図２（Ｂ））。
【００６８】
　第１の発光素子２１１および第２の発光素子２２１の輝度の制御は、それぞれ第１の制
御手段２３１、第２の制御手段２４１を用いて行う。第１の制御手段２３１および第２の
制御手段２４１は、実施の形態３で示したように、あらかじめ測定しておいた発光素子の
時間経過による劣化特性またはモニター素子の劣化特性に基づき、発光素子の発光の強さ
、つまり輝度を制御している。
【００６９】
　本実施の形態で用いるモニター素子は、第１の発光素子が有する発光ユニットのうち、
寿命の長い方の発光ユニットに含まれる発光材料と同じ発光材料が含んでいる。つまり、
第２の発光ユニット２５２と同じ発光材料を含んでいる。
【００７０】
　発光開始時の第１の発光素子の輝度をＬｔｏｔａｌ（０）、ｔ時間後の第１の発光素子
の輝度をＬｔｏｔａｌ（ｔ）、モニター素子の発光開始時とｔ時間後の輝度の変化量をΔ
Ｌｍｏｎ、第２の発光素子のｔ時間後の輝度をΔＬ２とすると、式（１）に従うように第
２の発光素子のｔ時間後の輝度を調整する。
【００７１】
【数３】

【００７２】
　上記式（１）に従うように第２の発光素子のｔ時間後の輝度を調整することにより、分
割された発光領域の発光色の変化および輝度の変化を抑制することができる。そのため、
目的の発光色が得られる時間が長くなり、結果として、発光領域全体の発光色の変化およ
び輝度の変化を抑制することができ、長寿命の照明装置を得ることができる。
【００７３】
　なお、第１の発光ユニットと第２の発光ユニットの膜厚を変化させても構わない。例え
ば、第１の発光素子が有する第１の発光ユニットの膜厚と、第２の発光素子が有する第１
の発光ユニットの膜厚は異なっていてもよい。
【００７４】
（実施の形態５）
　本実施の形態では、３つの発光ユニットを有する積層型発光素子を用いた照明装置につ
いて図３を用いて説明する。３つの発光ユニットを有する積層型発光素子においても、２
つの発光ユニットを有する積層型発光素子の場合と同様に、各発光素子の発光を制御する
ことで、時間の経過により生じる発光色の変化を抑制することが可能である。なお、本実
施の形態では、白色発光する場合について説明するが、白色発光以外にも本発明を適用す
ることは可能である。
【００７５】
　第１の発光素子３１１は、第１の発光ユニット３５１、第２の発光ユニット３５２、第
３の発光ユニット３５３を有し、それぞれの発光ユニットは、それぞれ異なる発光材料を
含んでいる。例えば、第１の発光ユニット３５１を青色とし、第２の発光ユニット３５２
を緑色とし、第３の発光ユニット３５３を赤色とし、光学設計により膜厚を最適化するこ
とで白色発光が可能となる。
【００７６】
　第２の発光素子３２１は、一つの発光ユニット３６１を有し、第１の発光素子３１１に
含まれる発光ユニットのうち、寿命の短い発光ユニットに含まれる発光材料を含んでいる
。本実施の形態では、第２の発光ユニットおよび第３の発光ユニットに比べ第１の発光ユ
ニットの含まれる発光材料の寿命が短いとして説明する。
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【００７７】
　つまり、発光開始時において、第１の発光素子３１１は白色発光するように形成され、
第２の発光素子３２１は第１の発光ユニットと同じ発光色が得られるように形成されてい
る。
【００７８】
　本実施の形態で示す照明装置は、発光開始時は、第１の発光素子３１１の発光のみで、
目的とする白色の発光が実現できる（図３（Ａ））。しかし、時間経過に伴い、第１の発
光素子３１１の発光色および輝度に変化が生じる。第１の発光素子が有する第１の発光ユ
ニットに含まれる発光材料の寿命が短い場合、第１の発光素子の発光色は、第２の発光ユ
ニットに含まれる発光材料からの発光色および第３の発光ユニットに含まれる発光材料の
発光色を足しあわせた色に近づいていく。つまり、第１の発光素子の発光色は、発光開始
時の第１の発光色から第２の発光色へ変化してしまう。また、第１の発光素子の輝度も発
光開始時の第１の輝度から第２の輝度へ変化してしまう。
【００７９】
　そこで、第１の発光素子３１１の発光色および輝度の変化に伴い、第２の発光素子３２
１の発光を強めていく。第２の発光色の補色となる色、つまり、第１の発光ユニットと同
じ発光色が得られる第２の発光素子の発光を強めていき、一つの分割された発光領域の発
光色を白色に保つように発光の強さを調整していく（図３（Ｂ））。
【００８０】
　第１の発光素子３１１および第２の発光素子３２１の輝度の制御は、それぞれ第１の制
御手段３３１、第２の制御手段３４１を用いて行う。第１の制御手段３３１および第２の
制御手段３４１は、あらかじめ測定しておいた発光素子の時間経過による劣化特性または
モニター素子の劣化特性に基づき、発光素子の発光の強さ、つまり輝度を制御している。
【００８１】
　本発明の照明装置で用いるモニター素子は、第１の発光素子３１１が有する発光ユニッ
トのうち、寿命の長い発光ユニットに含まれる発光材料と同じ発光材料が含んでいる。つ
まり、本実施の形態では、第２の発光ユニットおよび第３の発光ユニットと同じ発光材料
を含んでいる。
【００８２】
　発光開始時の第１の発光素子の輝度をＬｔｏｔａｌ（０）、ｔ時間後の第１の発光素子
の輝度をＬｔｏｔａｌ（ｔ）、モニター素子の発光開始時とｔ時間後の輝度の変化量をΔ
Ｌｍｏｎ、第２の発光素子のｔ時間後の輝度をΔＬ２とすると、式（１）に従うように第
２の発光素子のｔ時間後の輝度を調整する。
【００８３】
【数４】

【００８４】
　上記式（１）に従うように第２の発光素子のｔ時間後の輝度を調整することにより、分
割された発光領域の発光色の変化および輝度の変化を抑制することができる。そのため、
目的の発光色が得られる時間が長くなり、結果として、長寿命の照明装置を得ることがで
きる。
【００８５】
　なお、第２の発光素子を、第１の発光素子に含まれる第１の発光ユニットと全て同じ材
料を用いて形成する場合、工程数を増加させることなく本発明の照明装置を作製すること
ができる。
【００８６】
　また、モニター素子を、第１の発光素子に含まれる第２の発光ユニットおよび第３の発
光ユニットと全て同じ材料を用いて形成する場合、工程数を増加させることなく本発明の
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照明装置を作製することができる。
【００８７】
　よって、工程数を増加させることなく、長寿命の照明装置を得ることができる。
【００８８】
　また、モニター素子として寿命の長い発光材料を用いることにより、輝度の制御の誤差
を少なくすることができる。寿命の短い発光材料を用いると、時間に対する輝度の変化が
大きく、そのため誤差も大きくなってしまう。
【００８９】
　また、モニター素子を設ける場所は、パネルの周辺部であり、外部からの影響を受けや
すい。具体的には、シール材を透過する水分等にさらされやすい環境にあるため、劣化し
にくい素子であることが望まれている。本発明で用いるモニター素子は、寿命の長い発光
材料を用いているため、劣化しにくい。よって、本発明で用いるモニター素子は、優れた
特性を備えている。
【００９０】
　なお、各発光ユニットの膜厚は同じであっても、異なっていてもよい。
【００９１】
（実施の形態６）
　本実施の形態では、３つの発光ユニットを有する積層型発光素子を用いた照明装置につ
いて図４を用いて説明する。３つの発光ユニットを有する積層型発光素子においても、２
つの発光ユニットを有する積層型発光素子の場合と同様に、各発光素子の発光を制御する
ことで、時間の経過により生じる発光色の変化を抑制することが可能である。なお、本実
施の形態では、白色発光する場合について説明するが、白色発光以外にも本発明を適用す
ることは可能である。
【００９２】
　第１の発光素子４１１は、第１の発光ユニット４５１、第２の発光ユニット４５２、第
３の発光ユニット４５３を有し、それぞれの発光ユニットは、それぞれ異なる発光材料を
含んでいる。例えば、第１の発光ユニット４５１を青色とし、第２の発光ユニット４５２
を緑色とし、第３の発光ユニット４５３を赤色とし、光学設計により膜厚を最適化するこ
とで白色発光が可能となる。
【００９３】
　第１の発光素子が有する、第１の発光ユニットに含まれる発光材料および第２の発光ユ
ニットに含まれる発光材料は、第３の発光ユニットに含まれる発光材料に比べ劣化しやす
いとして説明する。
【００９４】
　第２の発光素子４２１は、第１の発光素子が時間経過により劣化した後の補色を発光す
る発光素子である。１つの発光ユニットを有する発光素子であってもよいし、２つの発光
ユニットを有する積層型発光素子であってもよい。本実施の形態では、第２の発光素子は
１つの発光ユニット４６１を有する発光素子の場合について説明する。
【００９５】
　つまり、発光開始時において、第１の発光素子４１１は白色発光するように形成され、
第２の発光素子４２１は、劣化後の第１の発光素子の発光色の補色を発光するように形成
されている。例えば、第１の発光素子において、青色発光する発光材料と緑色発光する発
光材料の寿命が短い場合、第２の発光素子は、水色発光する発光材料を含むように形成す
る。
【００９６】
　本実施の形態で示す照明装置は、発光開始時は、第１の発光素子４１１の発光のみで、
目的とする白色の発光が実現できる（図４（Ａ））。しかし、時間経過に伴い、第１の発
光素子４１１の発光色および輝度に変化が生じる。第１の発光素子は、第１の発光ユニッ
トに含まれる発光材料および第２の発光ユニット含まれる発光材料の寿命が、第３の発光
ユニットに含まれる発光材料に比べ短いため、時間が経過するにつれ、第１の発光素子の
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発光色は、第３の発光ユニットの発光色に近づいていく。つまり、第１の発光素子の発光
色は、発光開始時の第１の発光色から第２の発光色へ変化してしまう。また、第１の発光
素子の輝度も発光開始時の第１の輝度から第２の輝度へ変化してしまう。
【００９７】
　そこで、第１の発光素子４１１の発光色および輝度の変化に伴い、第２の発光素子４２
１の発光を強めていく。つまり、経時変化後の第１の発光素子の発光色（第２の発光色）
の補色を発光する第２の発光素子の発光を強めていき、分割された発光領域の発光色を白
色に保つように発光の強さを調整していく（図４（Ｂ））。
【００９８】
　第１の発光素子および第２の発光素子の強さの制御は、それぞれ第１の制御手段、第２
の制御手段を用いて行う。第１の制御手段および第２の制御手段は、あらかじめ測定して
おいた発光素子の時間経過による劣化特性またはモニター素子の劣化特性に基づき、発光
素子の発光の強さ、つまり輝度を制御している。
【００９９】
　本発明の照明装置で用いるモニター素子は、第１の発光素子が有する発光ユニットのう
ち、寿命の長い発光ユニットに含まれる発光材料と同じ発光材料が含んでいる。つまり、
本実施の形態では、第３の発光ユニットと同じ発光材料を含んでいる。
【０１００】
　発光開始時の第１の発光素子の輝度をＬｔｏｔａｌ（０）、ｔ時間後の第１の発光素子
の輝度をＬｔｏｔａｌ（ｔ）、モニター素子の発光開始時とｔ時間後の輝度の変化量をΔ
Ｌｍｏｎ、第２の発光素子のｔ時間後の輝度をΔＬ２とすると、式（１）に従うように第
２の発光素子のｔ時間後の輝度を調整する。
【０１０１】
【数５】

【０１０２】
　上記式（１）に従うように第２の発光素子のｔ時間後の輝度を調整することにより、分
割された発光領域の発光色の変化および輝度の変化を抑制することができる。そのため、
目的の発光色が得られる時間が長くなり、結果として、長寿命の照明装置を得ることがで
きる。
【０１０３】
　また、モニター素子として寿命の長い発光材料を用いることにより、輝度の制御の誤差
を少なくすることができる。寿命の短い発光材料を用いると、時間に対する輝度の変化が
大きく、そのため誤差も大きくなってしまう。
【０１０４】
　また、モニター素子を設ける場所は、パネルの周辺部であり、外部からの影響を受けや
すい。具体的には、シール材を透過する水分等にさらされやすい環境にあるため、劣化し
にくい素子であることが望まれている。本発明で用いるモニター素子は、寿命の長い発光
材料を用いているため、劣化しにくい。よって、本発明で用いるモニター素子は、優れた
特性を備えている。
【０１０５】
（実施の形態７）
　本実施の形態では、分割された発光領域の各発光素子に与える電流量を変化させる方法
について図１２を用いて説明する。
【０１０６】
図１２において、分割された発光領域１３０１は２つの発光素子を有している。各発光素
子は、第１の制御回路１３０２および第２の制御回路１３０３から入力される信号に基づ
き制御される。また、各発光素子の輝度は、第１の制御回路１３０２および第２の制御回
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路１３０３から供給される電流の値によって決定される。第１の制御回路１３０２および
第２の制御回路１３０３から供給される電流の値は、モニター回路１３０４により算出さ
れた発光素子の経時変化の度合いにより、発光素子の与える電流量を決定する。
【０１０７】
　各発光素子の経時変化による発光色の変化は、モニター用の発光素子を用いる、または
、発光素子の点灯時間の結果とあらかじめ測定していた発光素子の劣化特性を用いて算出
する。モニター回路１３０４により算出された経時変化の度合いは第１の制御回路１３０
２および第２の制御回路１３０３に入力され、各発光素子に供給される電流量が決定され
る。
【０１０８】
また、モニター素子を用いない構成の場合には、あらかじめ測定しておいた発光素子の時
間経過による劣化特性を記録したメモリ、および発光時間を測定するタイマーからの信号
をモニター回路１３０４に入力し、モニター回路１３０４が算出した経時変化の度合いを
第１の制御回路１３０２および第２の制御回路１３０３に入力し、各発光素子に供給され
る電流量が決定する。
【０１０９】
以上により、分割された発光領域内の２つの発光素子の輝度をそれぞれ独立に制御するこ
とが可能となる。
【０１１０】
　なお、本発明の照明装置は、分割された発光領域内の複数の発光素子の輝度をそれぞれ
独立に制御することが可能であるので、分割された発光領域の発光色を維持するように発
光色を制御することが可能である。よって、発光領域全体としての発光色および輝度を維
持することが可能である。また、これまで発光色を変化させない方法について説明してき
たが、制御手段（制御回路、電源回路、モニター回路等）を用いることにより、発光色の
色調を変化させることも可能である。
【０１１１】
　また、図１２では分割された発光領域１３０１内に発光素子のみ示したが、発光素子の
発光を制御する制御手段として薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が形成してあってもよい。
【０１１２】
（実施の形態８）
　本実施の形態では、本発明の照明装置の発光領域の構成について説明する。図６を用い
て説明する。本発明の照明装置は、発光領域が複数の分割されており、分割された発光領
域は複数の発光素子を有している。
【０１１３】
　図６に本発明の照明装置の一態様を示す。図６に示す照明装置は、基板６００上には発
光領域６０１、第１の回路部６０４、第２の回路部６０５が設けられている。発光領域６
０１において、分割された発光領域がマトリクス状に並んでおり、一つの分割された発光
領域６０７には２つの発光素子が設けられている。
【０１１４】
　図６において、各発光素子は、それぞれ第１の回路部６０４および第２の回路部６０５
に電気的に接続されている。また、各発光素子は、ＦＰＣ６０６を介して、電源回路、モ
ニター回路等が形成されているＩＣ６０８と電気的に接続している。
【０１１５】
　第１の発光素子６０２および第２の発光素子６０３は、経時変化による発光色の変化を
抑制するように、制御手段（制御回路、電源回路、モニター回路等）によってそれぞれ独
立に輝度を制御されている。各分割された発光領域の大きさは、第１の発光素子６０２と
第２の発光素子６０３の発光色の違いが目立たないように十分小さいことが好ましい。
【０１１６】
　なお、本実施の形態で示したように、分割された発光領域をマトリクス状に形成する場
合、パッシブマトリクス型の発光装置であってもよいし、アクティブマトリクス型の発光
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装置であってもよい。また、図６では、発光領域６０１が形成された基板上に、第１の回
路部６０４および第２の回路部６０５が形成された照明装置を示したが、第１の回路部お
よび第２の回路部をＩＣに形成し、実装しても良い。
【０１１７】
　本発明の照明装置は、高輝度の発光が可能であり、長時間使用しても色ずれが少なく、
長寿命である。
【０１１８】
（実施の形態９）
　本実施の形態では、実施の形態８に示した構成とは異なる構成の照明装置について図７
を用いて説明する。本発明の照明装置は、発光領域が複数に分割されており、分割された
発光領域は複数の発光素子を有している。
【０１１９】
　図７に本発明の照明装置の一態様を示す。図７に示す照明装置は、基板７００上には発
光領域７０１、第１の回路部７０４、第２の回路部７０５が設けられている。発光領域７
０１において、複数の分割された発光領域がストライプ状に並んでおり、一つの分割され
た発光領域７０７には２つの発光素子が設けられている。
【０１２０】
　図７において、各発光素子は、それぞれ第１の回路部７０４および第２の回路部７０５
に電気的に接続されている。また、各発光素子は、ＦＰＣ７０６を介して、電源回路、モ
ニター回路等が形成されているＩＣ７０８と電気的に接続している。
【０１２１】
　第１の発光素子７０２および第２の発光素子７０３は、経時変化による発光色の変化を
抑制するように、制御手段（制御回路、電源回路、モニター回路等）によってそれぞれ独
立に輝度を制御されている。各分割された発光領域の大きさは、第１の発光素子７０２と
第２の発光素子７０３の発光色の違いが目立たないように十分小さいことが好ましい。
【０１２２】
一つの分割された発光領域７０７の幅は、第１の発光素子と第２の発光素子の発光色の違
いについて人の目で認識できないほど十分に小さいことが好ましい。図７に示すように分
割された発光領域が線状になっていることにより、工程の簡略化、コスト削減が実現する
。
【０１２３】
なお、図７では、発光領域７０１が形成された基板上に、第１の回路部７０４および第２
の回路部７０５が形成された照明装置を示したが、第１の回路部および第２の回路部をＩ
Ｃに形成し、実装しても良い。
【０１２４】
　本発明の照明装置は、高輝度の発光が可能であり、長時間使用しても色ずれが少なく、
長寿命である。
【０１２５】
（実施の形態１０）
　本実施の形態では、本発明の照明装置の一態様に相当するパネルの外観について、図１
３を用いて説明する。図１３（Ａ）は、素子基板上に形成された薄膜トランジスタ（ＴＦ
Ｔ）及び発光素子を、カバー材との間にシール材によって封止した、パネルの上面図であ
り、図１３（Ｂ）は、図１３（Ａ）のＡ－Ａ’における断面図に相当する。
【０１２６】
　素子基板４００１上に設けられた発光領域４００２と、ゲート線駆動回路４００４とを
囲むようにして、シール材４００５が設けられている。また発光領域４００２と、ゲート
線駆動回路４００４の上にカバー材４００６が設けられている。よって発光領域４００２
と、ゲート線駆動回路４００４とは、素子基板４００１とシール材４００５とカバー材４
００６とによって、充填材４００７と共に密封されている。また素子基板４００１上のシ
ール材４００５によって囲まれている領域とは異なる領域に、ソース線駆動回路４００３
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が形成されたＩＣが実装されている。
【０１２７】
　また素子基板４００１上に設けられた発光領域４００２と、ゲート線駆動回路４００４
は、ＴＦＴを複数有しており、図１３（Ｂ）では、発光領域４００２に含まれるＴＦＴ４
０１０を例示している。ＴＦＴ４０１０は非晶質半導体を用いて形成されており、ＴＦＴ
４０１０のソース領域またはドレイン領域は、発光素子４０１１と電気的に接続されてい
る。
【０１２８】
　また、別途形成されたソース線駆動回路４００３と、ゲート線駆動回路４００４または
発光領域４００２に与えられる各種信号及び電位は、引き回し配線４０１４及び４０１５
を介して、接続端子４０１６から供給されている。接続端子４０１６、引き回し配線４０
１４、４０１５は、種々の方法により形成することができる。
【０１２９】
　接続端子４０１６は、ＦＰＣ（フレキシブルプリントサーキット：Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　
Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）４０１８が有する端子と、異方性導電膜４０１９を介
して電気的に接続されている。
【０１３０】
　なお、素子基板４００１、カバー材４００６としては、ガラス、金属（代表的にはステ
ンレス）、セラミックス、プラスチックを用いることができる。プラスチックとしては、
ＦＲＰ（Ｆｉｂｅｒｇｌａｓｓ－Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）板、ＰＶＦ
（ポリビニルフルオライド）フィルム、マイラーフィルム、ポリエステルフィルムまたは
アクリル樹脂フィルムを用いることができる。また、アルミニウムホイルをＰＶＦフィル
ムやマイラーフィルムで挟んだ構造のシートを用いることもできる。
【０１３１】
　但し、発光素子４０１１からの光の取り出し方向に位置するカバー材は透明でなければ
ならない。その場合には、ガラス板、プラスチック板、ポリエステルフィルムまたはアク
リルフィルムのような透光性を有する材料を用いる。
【０１３２】
　また、充填材４００７としては窒素やアルゴンなどの不活性な気体の他に、紫外線硬化
樹脂または熱硬化樹脂を用いることができ、ＰＶＣ（ポリビニルクロライド）、アクリル
、ポリイミド、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、ＰＶＢ（ポリビニルブチラル）またはＥＶ
Ａ（エチレンビニルアセテート）を用いることができる。また、フッ化炭素等の不活性な
液体を用いてもよい。
【０１３３】
　また充填材４００７を吸湿性物質（好ましくは酸化バリウム）もしくは酸素を吸着しう
る物質にさらしておくために、カバー材４００６と素子基板４００１との間に、充填材４
００７と共に、吸湿性物質または酸素を吸着しうる物質を設けておいても良い。吸湿性物
質または酸素を吸着しうる物質を設けることで、発光素子４０１１の劣化を抑制できる。
【０１３４】
　なお図１３では、ソース線駆動回路４００３を別途形成し、素子基板４００１に実装し
ている形態を示しているが、本発明はこの構成に限定されない。ゲート線駆動回路を別途
形成して実装しても良いし、ソース線駆動回路の一部またはゲート線駆動回路の一部のみ
を別途形成して実装しても良い。また、ソース線駆動回路、ゲート線駆動回路、コントロ
ーラ、電源回路、モニター回路等を全てＩＣに形成し、実装しても良い。
【０１３５】
　また、本実施の形態では非晶質半導体を用いたＴＦＴを有する照明装置を一態様として
示したが、結晶質半導体を用いることにより、発光領域のＴＦＴが形成された基板と同一
基板上にソース線駆動回路、ゲート線駆動回路等を形成してもよい。また、剥離したパネ
ルを貼り合わせることで大面積の照明装置を作製してもよい。
【０１３６】
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　なお、本発明の照明装置に用いるトランジスタは、有機半導体を用いたものであっても
よいし、無機半導体を用いたものであってもよい。また、非晶質半導体、微結晶半導体、
結晶質半導体等を用いたものであってもよい。
【０１３７】
（実施の形態１１）
　本実施の形態では、本発明の照明装置を用いた機器の一態様を図９～図１０を用いて説
明する。
【０１３８】
　図９は、本発明の照明装置をバックライトとして用いた液晶表示装置の一例である。図
９に示した液晶表示装置は、筐体９０１、液晶層９０２、バックライト９０３、筐体９０
４を有し、液晶層９０２は、ドライバＩＣ９０５と接続されている。また、バックライト
９０３は、本発明の照明装置が用いられおり、端子９０６により、電流が供給されている
。
【０１３９】
　本発明の照明装置を液晶表示装置のバックライトとして用いることにより、高輝度で長
寿命のバックライトが得られるので、表示装置としての品質が向上する。また、本発明の
照明装置は、面発光の照明装置であり大面積化も可能であるため、バックライトの大面積
化が可能であり、液晶表示装置の大面積化も可能になる。さらに、発光素子は薄型で低消
費電力であるため、表示装置の薄型化、低消費電力化も可能となる。
【０１４０】
　図１０（Ａ）は、本発明の照明装置を室内の照明として用いたものである。本発明の照
明装置は、本発明の照明装置は高輝度であるため、室内をより明るく照らすことが可能で
ある。また、本発明の照明装置は長寿命であるため、照明装置の交換の回数を減らすこと
ができる。また、本発明の照明装置は、面発光の照明装置であり、大面積化も可能である
ため、例えば、天井全面に本発明の照明装置を用いることもできる。また、天井に限らず
、壁、床や柱等にも本発明の照明装置を用いることができる。さらに、可撓性を有する基
板を用いて本発明の照明装置を作製することにより、薄型で可撓性を有する照明装置を得
ることができる。そのため、曲面に設置することも可能である。また、室内に限らず、室
外で使用することも可能であり、外灯として、建物の壁等に設置することもできる。
【０１４１】
　図１０（Ｂ）は、本発明の照明装置を、トンネル内の照明として用いたものである。本
発明の照明装置は高輝度であるため、トンネル内をより明るく照らすことが可能である。
また、本発明の照明装置は長寿命であるため、照明装置の交換の回数を減らすことができ
、メンテナンスにかかる費用を低減することができる。また、可撓性を有する基板を用い
て本発明の照明装置を作製することにより、薄型で可撓性を有する照明装置を得ることも
できる。そのため、トンネル内の壁の曲面に沿って設置することが可能である。
【０１４２】
　図１０（Ｃ）は、本発明の照明装置をインテリア用の照明として用いた一例である。本
発明の照明装置は高輝度であるため、周囲をより明るく照らすことが可能である。また、
本発明の照明装置は長寿命であるため、照明装置の交換の回数を減らすことができる。ま
た、可撓性を有する基板を用いて本発明の照明装置を作製することにより、薄型で可撓性
を有する照明装置を得ることができる。また、本発明の照明装置は、面発光であるため、
図１０（Ｃ）のように、自由な形状に加工することが可能である。
【０１４３】
　また、本発明の照明装置は、写真を撮影する際の照明として用いることもできる。写真
を撮影する場合は、大面積で高輝度の光で被写体を照らすことにより、自然光で被写体を
照らした場合と同様な写真を撮ることができる。
【０１４４】
　図１１（Ａ）は、カーテンの形状をした照明装置である。可撓性を有する基板を用いて
本発明の照明装置を作製することにより、薄型で可撓性を有する照明装置を得ることがで
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きる。日中は、カーテン形状の照明装置を束ねておくことで外部の光を室内に取り込むこ
とができる。夜は、カーテン形状の照明装置を広げることにより、外部から光を取り込む
のと同様に、室内を照らすことができる。本発明の照明装置は高輝度であるため、室内を
より明るく照らすことが可能である。また、本発明の照明装置は長寿命であるため、照明
装置の交換の回数を減らすことができる。
【０１４５】
　図１１（Ｂ）は、本発明の照明装置を一部に用いた衣料である。可撓性を有する基板を
用いて本発明の照明装置を作製することにより、薄型で可撓性を有する照明装置を得るこ
とができる。電源としては、太陽電池を用いてもよいし、バッテリーを備え付けてもよい
。本発明の照明装置を一部に用いた衣料を着用することにより、夜間、外を歩いていると
きなど、周りに自分の存在を認識させることができる。そのため、交通事故等を防ぐこと
ができる。なお、衣料に限らず、バッグや帽子等の衣料雑貨等に本発明の照明装置を用い
ることが可能である。本発明の照明装置は高輝度であるため、より遠くにいる人間に自分
の存在を認識させることが可能である。また、本発明の照明装置は長寿命であるため、照
明装置の交換の回数を減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【０１４６】
【図１】本発明の照明装置を説明する図。
【図２】本発明の照明装置を説明する図。
【図３】本発明の照明装置を説明する図。
【図４】本発明の照明装置を説明する図。
【図５】本発明の照明装置に用いる発光素子を説明する図。
【図６】本発明の照明装置を説明する図。
【図７】本発明の照明装置を説明する図。
【図８】照明装置を説明する図。
【図９】本発明の照明装置を説明する図。
【図１０】本発明の照明装置を説明する図。
【図１１】本発明の照明装置を説明する図。
【図１２】本発明の照明装置を説明する図。
【図１３】本発明の照明装置を説明する図。
【符号の説明】
【０１４７】
１１１　　第１の発光素子
１２１　　第２の発光素子
１３１　　第１の制御手段
１４１　　第２の制御手段
１５１　　第１の発光ユニット
１５２　　第２の発光ユニット
１６１　　発光ユニット
２１１　　第１の発光素子
２２１　　第２の発光素子
２３１　　第１の制御手段
２４１　　第２の制御手段
２５１　　第１の発光ユニット
２５２　　第２の発光ユニット
２６１　　第１の発光ユニット
２６２　　第２の発光ユニット
３１１　　第１の発光素子
３２１　　第２の発光素子
３３１　　第１の制御手段
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３４１　　第２の制御手段
３５１　　第１の発光ユニット
３５２　　第２の発光ユニット
３５３　　第３の発光ユニット
３６１　　発光ユニット
４１１　　第１の発光素子
４２１　　第２の発光素子
４５１　　第１の発光ユニット
４５２　　第２の発光ユニット
４５３　　第３の発光ユニット
４６１　　発光ユニット
５００　　基板
５０１　　第１の電極
５０２　　第２の電極
５１１　　第１の発光ユニット
５１２　　第２の発光ユニット
５２１　　電荷発生層
６００　　基板
６０１　　発光領域
６０２　　第１の発光素子
６０３　　第２の発光素子
６０４　　第１の回路部
６０５　　第２の回路部
６０６　　ＦＰＣ
６０７　　分割された発光領域
６０８　　ＩＣ
７００　　基板
７０１　　発光領域
７０２　　第１の発光素子
７０３　　第２の発光素子
７０４　　第１の回路部
７０５　　第２の回路部
７０６　　ＦＰＣ
７０７　　分割された発光領域
７０８　　ＩＣ
９０１　　筐体
９０２　　液晶層
９０３　　バックライト
９０４　　筐体
９０５　　ドライバＩＣ
９０６　　端子
１３０１　　分割された発光領域
１３０２　　第１の制御回路
１３０３　　第２の制御回路
１３０４　　モニター回路
４００１　　素子基板
４００２　　発光領域
４００３　　ソース線駆動回路
４００４　　ゲート線駆動回路
４００５　　シール材
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４００６　　カバー材
４００７　　充填材
４０１０　　ＴＦＴ
４０１１　　発光素子
４０１４　　配線
４０１６　　接続端子
４０１８　　ＦＰＣ
４０１９　　異方性導電膜

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】
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